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○
財
務
省
令
第
九
十
三
号

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
及
び
関
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
飼
料
の
規
格
）

第
十
一
条

令
第
三
十
三
条
の
二
（
飼
料
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
配
合
飼
料
は
、
次
に

掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
配
合
飼
料
と
す
る
。

一

関
税
定
率
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
各
号
（
飼
料
の
規
格
）
に
掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二

原
料
品
の
う
ち
関
税
定
率
法
別
表
第
一
〇
〇
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
法
第
九
条
の
二
第
一
項
（
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
協
定
に
基
づ
く
製
造
用
原
料
品
に
係
る
譲
許
の
便
益
の
適
用
）
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
表
第
一
〇
〇
三
・
九
〇
号
に
掲
げ
る
物
品
（
同
条
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を

受
け
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
ひ
き
砕
い
た
も
の
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
、
加
熱
し

た
後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ
し
た
も
の
又
は
加
圧
に
よ
り
加
熱
し
た
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

令
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
単
一
の
原
料
品
か
ら
成
る
飼
料
で
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
原
料
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

関
税
定
率
法
別
表
第
一
〇
〇
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品

ひ
き
砕
い
た
も
の
（
小
麦
（
政
府
が
主
要
食
糧
の
需
給

及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
四
十
二
条
（
麦
等
の
輸
入
を
目
的
と
す
る
買
入

れ
及
び
当
該
麦
の
売
渡
し
）
の
規
定
に
よ
り
輸
入
す
る
も
の
で
あ
つ
て
飼
料
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の
、
同
法
第
四
十

三
条
（
輸
入
に
係
る
麦
等
の
特
別
な
方
式
に
よ
る
買
入
れ
及
び
売
渡
し
）
の
規
定
に
よ
る
連
名
に
よ
る
申
込
み
に
応
じ

て
行
う
政
府
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
に
係
る
麦
等
と
し
て
輸
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
飼
料
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の

並
び
に
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
生
産
さ
れ
た
ふ
す
ま
を
加
え
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た
も
の
で
、
当
該
ふ
す
ま
の
重
量
が
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
ふ
す
ま
を

加
え
た
も
の
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
（
ふ
す
ま
を
加
え
た
も
の
に
限
る
。
）
、
加
熱
し
た

後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ
し
た
も
の
又
は
加
圧
に
よ
り
加
熱
し
た
も
の

二

関
税
定
率
法
別
表
第
一
〇
〇
三
・
九
〇
号
に
掲
げ
る
物
品

ひ
き
砕
い
た
も
の
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
、
加
熱
し
た

後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ
し
た
も
の
又
は
加
圧
に
よ
り
加
熱
し
た
も
の

附

則

こ
の
省
令
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。


